
Ⅰ はじめに

代表的な少子化対策を大別すると，両立支援

と経済的支援になる。この2支援の効果に違いは

あるのだろうか？直感的に述べると，両立支援

は女性の就業を促進させる可能性がある一方，

出生に与える影響は確定できない。対して，経

済的支援は出生を促進させる可能性がある一方，

女性の就業に与える影響は確定できない。近年，

両立支援については，女性の就業と出生をとも

に促進させる可能性があることが，実証的には

DelBoca（2002）や川口（2005），理論的には

Ermish（1989）や坂爪（2008）などで示されて

いる。しかし一方，経済的支援については，女

性の就業と出生に与える影響を同時に分析して

いるのはAppsandRees（2004）のみである1）。

本稿では，経済的支援の中で児童手当と保育サー

ビス利用への補助を取り上げ，この2対策が子ど

も数と女性の労働供給に与える影響に関してモ

デルを用いたシミュレーション分析を行う。出

産・育児は女性の就業に少なからぬ影響を与え

る。そのため，子ども数の決定には女性の就業

が強く関係している可能性が高く，同時に分析

する必要がある。

理論的には，経済的支援は，子どもをもつこ

とのメリットを上昇させ，子ども数にプラスの

影響を与えると考えられる。しかし，一方で，

女性の労働供給にはマイナスの影響を与える可

能性があるのではないか。なぜなら，経済的支

援の充実は，子どもをもつことのメリットを上

昇させると同時に，働くこと（収入）の必要性

を低下させるため，女性は労働時間を減少させ，

育児時間を増加させる可能性があるからである。

ある対策がたとえ出生を促進するとしても，

一方で女性の就業を抑制する場合，その対策を

講じることに疑問が生じる。DelBocaand

Locatelli（2006）は，児童手当が女性の労働供

給へマイナスの影響を与える可能性があるとし，

政策を考える上でこの影響は重要であると指摘

している。少子化の進行により労働力不足が予

測される日本において，女性の就業を抑制する

対策は問題である。本稿では，子ども数と女性

の労働供給の両方にプラスの影響を与える対策

と条件を導出する。

この2対策を取り上げ，子ども数と女性の労働

供給に与える効果を理論的に分析したものに前

出のAppsandRees（2004）がある。ここでは，

これらの対策が税財源よりファイナンスされる

とし，次の2ケースについて分析が行われている。

第一に，児童手当の変化に伴い税率が変化する

ケースについて，児童手当が2変数に与える影響

を分析している。その結果，児童手当は女性の

労働供給だけでなく，子ども数にもマイナスの

影響を与える可能性があることを示している。

第二に，税率を一定とするケースについて，児

童手当の変化，およびそれに伴う保育サービス

利用への補助の変化が2変数に与える影響を分析

している。その結果，児童手当を減らし，代わ

りに保育サービス利用への補助が増加すると，

出生と女性の労働供給がともに促進されること

を示している。しかし，税率が変化するケース
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について，保育サービス利用への補助が2変数に

与える影響は分析されていない。さらに，児童

手当が子ども数にマイナスの影響を与える条件

に内生変数が含まれること，対策の効果を分析

する比較静学において保育サービス補助率の初

期値をゼロとしている，つまり初期には税収す

べてが児童手当に配分されていると仮定されて

いることなど，分析に精密さや一般性が欠けて

いる。

本稿では，対策が税財源よりファイナンスさ

れるとし，2対策が子ども数と女性の労働供給へ

与える影響を，対策の変化に伴い税率が変化す

るケースと，税率を一定として2対策間の税収の

配分比率が変化するケースについて分析する。

つまり，AppsandRees（2004）とほぼ同様の

分析を行うが，本稿の分析では上記で指摘した

問題点は解消されている。そのため，より精密

で一般性のある結果が導出され，実効的な対策

が示される。さらに，本稿では，対策が家計や

社会の経済厚生に与える影響も分析し，その効

果も踏まえて対策を評価する。

具体的には，家計の行動と政府の予算制約を

定式化し，均衡解を導出する。そして，上記の2

つの影響に関してシミュレーション分析を行う。

分析は，代表的家計を想定するケースと，家計

の異質性を導入するケースについて行う。後者

のケースでは，日本の現状を踏まえ，子どもに

対する選好，具体的には子どもと他の消費財と

の代替可能性の程度が異なる家計が共存するモ

デルと，女性の賃金水準が異なる家計が共存す

るモデルを用いる2）。現在，価値観の多様化によ

り，家計によって子どもの価値は異なると考え

られる。さらに，女性のフルタイムとパートタ

イムの賃金格差は大きく，家計によって女性の

賃金水準は異なると考えられる。そのため，税

負担を伴う経済的支援が子ども数や女性の労働

供給に与える影響は家計によって異なる可能性

がある。とすると，代表的家計を想定するケー

スだけでなく，異質の家計が共存するケースに

ついても分析する必要がある。

以上の2ケースの分析から得られる主な結果は

以下の通りである。子ども数と女性の労働供給

の2変数にプラスの影響を与える可能性があるの

は，ある限定的なケースについて，保育サービ

ス利用への補助を拡充する場合のみである。

本稿の構成は以下のようになっている。まず，

Ⅱでは，家計と政府のモデルを提示する。続い

てⅢで，モデルを用いて数値計算を行ない，経

済的支援が子ども数と女性の労働供給にプラス

の影響を与えるケースを導出する。以上の分析

に基づき，最後にⅣにおいて，政策提言を行う。

Ⅱ モデル

以下では，代表的家計を想定するケースにつ

いて，家計の行動と政府の予算制約に関するモ

デルを示す。なお，異質の家計が共存するケー

スについては，代表的家計と異なるのは政府の

予算制約のみであるため，Ⅲ節で簡単に説明す

る。

1 家計

初めに，Becker（1965）に従って子どもを家

計内生産物の1つと考え，家計の子どもの需要と

女性の労働供給に関する意思決定をモデル化す

る。

まず，家計内生産物を子どもとそれ以外の家

計内生産物にわけ，家計の効用はこの2変数に依

存するものとする。さらに，簡単化のため，子

ども以外の家計内生産物の生産には市場財のみ

が投入されるとし，家計の効用関数は次のよう

に与えられるものとする。

（1）

（1）式について，nは子ども数，cは市場財（他

の消費財），例えば食事，住居，娯楽などを表す

ものとする。なお，本稿では，簡単化のため，

子どもについて数のみを考え，質は考えないも

のとする。
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次に，子どもの生産関数についても同様に，

（2）

とおく。ここで，sは子どもの生産に投入され

る育児サービス（以下では保育サービスと呼ぶ），

tは女性の育児時間を表している。なお，（1）・

（2）式の・と・については，・・1と・・1が成立

している。

このとき，家計の予算制約は次のように与え

られる。ただし，cをニューメレールとし，そ

の価格は1とする。

（3）

ここで，pは保育サービスの価格，lは女性の労

働時間，wは女性の賃金率を表している。また，

・・0・・・1・は保育サービス利用への補助率（以

下では保育サービス補助率と呼ぶ），・は児童手

当，・・0・・・1・は税率を表している。政府は，

経済的支援の財源確保のため，税率・の比例税

を課している。なお，本稿では，簡単化のため，

男性の労働所得と育児時間を表す変数は省略し

ている。ただし，AppsandRees（2004）と同

様に，男性の労働所得を所与として導入しても，

以下で分析される経済的支援の効果に関する定

性的な結果に影響はない。

総時間を1とすると，女性の労働時間と育児時

間については，

（4）

が成立している。このとき，（4）式より（2）式は，

（5）

と書き換えられる。

以上の仮定のもとで効用最大化問題を解くと，

最適なl
・
とs

・
とc

・
に関して以下の式が導出さ

れる（補論参照）。

（6）

（7）

（8）

さらに，（6）式と（7）式を（5）式に代入すること

により，子どもの需要関数が求められる。

（9）

2 政府

次に，1家計あたりの政府の予算制約を，前述

の（1）対策の変化に伴い税率が変化するケースと，

（2）税率を一定とし，2対策間の税収配分を変更

するケースについて示す。政府は，税収を財源

とし，児童手当と保育サービス利用補助の経済

的支援に対して支出する。

このとき，政府の予算制約は，（1）のケースに

ついては，

（10）

（2）のケースについては，

（11）

（12）

と示せる。ここで，aは保育サービス利用補助

への配分比率を表している。

Ⅲ 分析

本節では，前節のモデルを用いて，経済的支

援が子ども数と女性の労働時間に与える影響を

中心にシミュレーション分析を行う。

1 代表的家計のケース

まず，代表的家計を想定するモデルを用いて，

（1）児童手当と保育サービス補助率の変化と，（2）

対策間の配分比率の変化が2変数に与える影響を

分析する。さらに，それぞれのケースについて，

家計の効用水準に与える影響を分析する。

（1）児童手当と保育サービス補助率の変化

対策の変化に伴い税率が変化するケースにつ
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いて，2対策の変化が子ども数と女性の労働時間

に与える影響について数値計算を行う。分析は，

保育サービスの価格pと，もう一方の対策・,・

の値は一定とし，女性の賃金wと子どもと消費

財の代替可能性の程度・と保育サービスと女性

の育児時間の代替可能性の程度・の値の大小で8

つのケースにわけて行う（表1）。ちなみに，・

の値が大きいほど，効用関数の代替の弾力性

・1・・1・・・・が大きくなり，子どもと消費財の代

替可能性は高くなる。一方，・の値が大きいほ

ど， 子どもの生産関数の代替の弾力性

・1・・1・・・・が大きくなり，保育サービスと女性

の育児時間の代替可能性は高くなる。なお，p

の値を変化させても，以下で分析される経済的

支援が2変数に与える影響に関する定性的な結果

に影響はほとんどない。

まず，補助率・を0.2とし，表1の8ケースにつ

いて，児童手当・が子ども数n
・
と女性の労働時

間l
・
に与える影響を分析すると図1と2のように

なる。なお，・の値を変化させても，以下で分

析される児童手当が2変数に与える影響に関する

定性的な結果に影響はない。

図から明らかなように，すべてのケースにつ

いて，児童手当の拡充は子ども数にはプラス，

女性の労働時間にはマイナスの影響を与える

（表2）。児童手当の増加と，それに伴う税率の上

昇，つまり税引き後の賃金の低下は，子どもを

もつことのメリットを上昇させると同時に，働

くことのメリットの低下と育児時間のコストの

低下を引き起こす。そのため，児童手当が拡充

されると，子ども数は増加し，女性の労働時間

は減少することになる。なお，gの値を1よりさ

らに大きくすると，AppsandRees（2004）と

同様に，児童手当の拡充によって子ども数が減

少するケースが導出される。例えば，ケース⑤

ではgの値が1.6から，⑥では1.2から子ども数

が減少に転じる3）。つまり，児童手当を拡充しす

ぎると，女性の就業だけでなく出生も抑制され

る可能性があるといえる。

次に，児童手当gを0.1とし，保育サービス補

助率・が子ども数n
・
と女性の労働時間l

・
に与

える影響を分析すると図3と4のようになる。

図3から明らかなように，すべてのケースにつ

いて，保育サービス補助率の上昇は子ども数に
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表1 8ケースのパラメータの値

p w ・ ・

ケース① 1.0 8.0 －1.0 0.5

ケース② 1.0 4.0 －1.0 0.5

ケース③ 1.0 4.0 0.5 0.5

ケース④ 1.0 8.0 0.5 0.5

ケース⑤ 1.0 8.0 0.5 －1.0

ケース⑥ 1.0 4.0 0.5 －1.0

ケース⑦ 1.0 4.0 －1.0 －1.0

ケース⑧ 1.0 8.0 －1.0 －1.0

g

n*

g

l*

図1 児童手当と子ども数 図2 児童手当と労働時間



プラスの影響がある。一方，図4より，保育サー

ビス補助率が労働時間に与える影響は，子ども

と消費財の代替可能性の程度に依存することが

わかる（表2）。子どもと消費財の代替可能性が

高いケース①，②，③，④では，補助率の上昇

は労働時間にマイナスの影響を与えるが，子ど

もと消費財の代替可能性が低いケース⑤，⑥，

⑦，⑧では，補助率の上昇は労働時間にプラス
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表2 経済的支援の効果：代表的家計のケース

児童手当 保育サービス補助率 保育サービス補助への配分比率

①
子ども数 ＋

労働時間 －

子ども数 ＋

労働時間 －

子ども数 ＋ ・0・a・0.1・

－ ・0.2・a・1.0・

労働時間 ＋

②
子ども数 ＋

労働時間 －

子ども数 ＋

労働時間 －

子ども数 ＋ ・0・a・0.2・

－ ・0.3・a・1.0・

労働時間 ＋

③
子ども数 ＋

労働時間 －

子ども数 ＋

労働時間 －

子ども数 ＋ ・0・a・0.4・

－ ・0.5・a・1.0・

労働時間 ＋

④
子ども数 ＋

労働時間 －

子ども数 ＋

労働時間 －

子ども数 ＋ ・0・a・0.4・

－ ・0.5・a・1.0・

労働時間 ＋

⑤
子ども数 ＋

労働時間 －

子ども数 ＋

労働時間 ＋

子ども数 ＋ ・0・a・0.7・

－ ・0.8・a・1.0・

労働時間 ＋

⑥
子ども数 ＋

労働時間 －

子ども数 ＋

労働時間 ＋

子ども数 ＋ ・0・a・0.6・

－ ・0.7・a・1.0・

労働時間 ＋

⑦
子ども数 ＋

労働時間 －

子ども数 ＋

労働時間 － ・0・・・0.2・

＋ ・0.3・・・1.0・

子ども数 ＋ ・0・a・0.5・

－ ・0.6・a・1.0・

労働時間 ＋

⑧
子ども数 ＋

労働時間 －

子ども数 ＋

労働時間 － ・0・・・0.1・

＋ ・0.2・・・1.0・

子ども数 ＋ ・0・a・0.5・

－ ・0.6・a・1.0・

労働時間 ＋

φ

n*

φ

l*

図3 保育サービス補助率と子ども数 図4 保育サービス補助率と労働時間



の影響を与える可能性が高い。ただし，保育サー

ビスと女性の育児時間の代替可能性が低いケー

ス⑦と⑧については，gの値を大きくすると，・

の値にかかわらず労働時間にマイナスの影響を

与える可能性が高くなる。

以上より，子どもと消費財の代替可能性が低

いケースでは，保育サービス補助率の上昇は子

ども数と女性の労働時間の双方にプラスの影響

を与える可能性がある。しかし一方，子どもと

消費財の代替可能性が高いケースでは，子ども

数にはプラスの影響を与えるが，女性の労働時

間にはマイナスの影響を与える。

これは，次のように考えられる。保育サービ

ス補助率の上昇と，それに伴う税率の上昇，つ

まり税引き後の賃金の低下は，保育サービスの

コストを低下させると同時に，育児時間のコス

トの低下を引き起こす。このとき，子どもと消

費財の代替可能性が高いケースでは，消費財か

ら子どもへの代替がスムーズに行われ，保育サー

ビスと育児時間が増加して子ども数は増加する

が，女性の労働時間は減少することになる。一

方，子どもと消費財の代替可能性が低いケース

では，消費財から子どもへの代替があまり行わ

れないため，保育サービスは増加するが，育児

時間が減少し，子ども数と女性の労働時間がと

もに増加することになる。特に，保育サービス

と女性の育児時間の代替可能性が高いケース⑤

と⑥では，育児時間からよりコストの低い保育

サービスへ代替がスムーズに行われ，必ず労働

時間は増加し，その程度も大きくなる。一方，

保育サービスと女性の育児時間の代替可能性が

低いケース⑦と⑧では，・の値が小さい範囲で

は，労働時間が減少する可能性もある。このよ

うなケースでは，税率を上昇させるgの値の上

昇やwの値の低下によって，育児時間のコスト

が低下するため，労働時間が減少する可能性は

高くなる。

以上より，税率の変化を伴う2対策の変化によ

り，子ども数と女性の労働時間がともに増加す

るのは次にケースである。親の効用において子

どもと他の消費財の代替可能性が低いケースに

ついて，保育サービス利用への補助を拡充する

と，出生と女性の就業がともに促進される可能

性がある。特に，育児において保育サービスと

女性の育児時間の代替可能性が高いケースでは，

その可能性は高くなる。

（2）配分比率の変化

次に，税率を一定とし，対策間の税収配分を

変更するケースについて，配分比率の変化が子

ども数と女性の労働時間に与える影響について

数値計算を行う。なお，当然であるが，保育サー

ビス利用補助への配分比率aが変化すると，そ

れに伴い保育サービス補助率・と児童手当gも

変化する。ちなみに，数値計算の結果，すべて

のケースについて，aの値が大きくなると，・

の値は大きくなる一方，gの値は小さくなるこ

とがいえる。

税率・を0.2とし，表1の8ケースについて，配

分比率aが子ども数n
・
と女性の労働時間l

・
に与

える影響を分析すると図5と6のようになる。な

お，pと・の値を変化させても，以下で分析さ

れる配分比率が2変数に与える影響に関する定性

的な結果に影響はない。

図5から明らかなように，配分比率aによって

子ども数はあまり変化しない。これは，保育サー

ビス補助率の上昇と児童手当の減少は子ども数

に逆の影響を与えるからである。詳しくみると，

すべてのケースについて，保育サービス利用補

助への配分比率の上昇は，ある水準までは子ど

も数にプラスの影響を与えるが，その水準を超

えるとマイナスの影響を与える4）（表2）。ただし，

プラスの影響を与える範囲は，ケースによって

異なる。子どもと消費財の代替可能性が低いケー

ス⑤，⑥，⑦，⑧，あるいは保育サービスと育

児時間の代替可能性が高いケース③と④では，

児童手当に比重が置かれている場合（a＜0.5）

ではプラス，保育サービス利用補助に比重が置

かれている場合（a＞0.5）ではマイナスの影響

になる可能性が高い。対して，子どもと消費財

の代替可能性が高く，かつ保育サービスと育児

時間の代替可能性が低いケース①と②では，児
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童手当に比重が置かれている場合でも，マイナ

スの影響を与える可能性が高い。一方，図6より，

すべてのケースについて，保育サービス利用補

助への配分比率の上昇は，労働時間にプラスの

影響を与える。

これは，次のように考えられる。保育サービ

ス利用補助への配分比率の上昇による保育サー

ビス補助率の上昇と児童手当の減少は，保育サー

ビスのコストを低下させると同時に，子どもを

もつことのメリットを低下させる。そのため，

保育サービスは増加するが，育児時間は減少し，

労働時間が増加する。このとき，初めは子ども

数が増加するが，ある水準から減少に転じる。

特に，保育サービスと育児時間の代替可能性が

低く，かつ子どもと消費財の代替可能性が高い

ケースでは，育児時間から保育サービスへの代

替がスムーズに行われず，かつ子どもから消費

財への代替が行われるため，すぐに子ども数は

減少に転じる。

以上より，児童手当に比重が置かれている場

合，保育サービス利用補助への配分比率を上昇

させると，子ども数と女性の労働時間がともに

増加する可能性があることがいえる。言い換え

ると，児童手当に比重が置かれている場合，児

童手当への配分比率を上昇させると，子ども数

と女性の労働時間がともに減少する可能性があ

る。特に，子どもと消費財の代替可能性が低い

か，あるいは保育サービスと女性の育児時間の

代替可能性が高いケースでは，2変数が同じ方向

に動く可能性が高くなる。

（3）家計の経済厚生に与える影響

以下では，経済的支援が家計の効用水準に与

える影響を分析する。数値計算の結果，表1のす

べてのケースについて次のことがいえる。まず，

（1）税率の上昇を伴う児童手当と保育サービス補

助率の増加は家計の効用にマイナスの影響を与

える。次に，（2）税率を一定とする保育サービス

利用補助への配分比率の上昇は，ある水準まで

は家計の効用にプラスの影響を与えるが，その

水準を超えるとマイナスの影響を与える。この

影響がプラスからマイナスへ変化するaの値は，

すべてのケースについて，子ども数への影響が

プラスからマイナスへ変化するaの値と同じで

ある（表2）。つまり，児童手当に比重が置かれ

ている場合，保育サービス利用補助への配分比

率の上昇は，家計の効用と子ども数と女性の労

働供給のすべてにプラスの影響を与える可能性

があるといえる。

2 家計の異質性を導入するケース

（1）子どもに対する選好が異なる家計

まず，子どもと消費財の代替可能性が異なる2

家計が共存するモデルを用いて，同様の分析を

試みる。ここでは，効用関数（1）式の ・の値が

0.5と－1.0の，子どもと消費財の代替可能性の高
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い家計と低い家計が共存すると仮定する。他の

変数に関しては，前述の分析と同じとする。つ

まり，ケース①と⑧，②と⑦，③と⑥，④と⑤

の2家計が共存するモデルを考える（表1）。この

とき，モデルで変化するのは，政府の予算制約

である。このケースでは，政府の予算制約式

（10），（11），（12）の式中のs
・
，n

・
，l

・
は，2家計

の値を足し合わせたものになる。

以上のモデルを用いて，代表的家計と同様の

分析を行うと，結果は以下のようになる。まず，

児童手当の影響に関する分析結果は，すべての

ケースについて，代表的家計の結果と同じにな

る。次に，保育サービス補助率の影響に関する

分析結果は，次のケースを除いて，代表的家計

の結果と同じになる。異なるのは，子どもと消

費財の代替可能性が低い⑤と⑥，⑦である。⑤

と⑥では，・の値が0.7から子ども数が減少に転

じ，・の値が0.9より労働時間が減少に転じる。

一方，⑦では，・の値が0.9より子ども数が減少

に転じる。これらは，共存するもう一方の家計

が，・の値が上昇すると労働時間を減少させる

ため，代表的家計のケースより税率の上昇程度

が大きくなるためと考えられる5）。最後に，対策

間の配分比率の影響に関する分析結果は，すべ

てのケースについて，代表的家計の結果とほぼ

同じになる。

（2）女性の賃金が異なる家計

次に，女性の賃金水準が異なる2家計が共存す

るモデルを用いて，同様の分析を試みる。ここ

では，wの値が4.0と8.0の，賃金の低い女性と高

い女性の家計が共存すると仮定する。他の変数

に関しては，前述の分析と同じとする。つまり，

ケース①と②，③と④，⑤と⑥，⑦と⑧の2家計

が共存するモデルを考える（表1）。

このモデルを用いて，同様の分析を行うと，

結果は次のようになる。児童手当と保育サービ

ス補助率の影響に関する分析結果は，すべての

ケースについて，代表的家計の結果と同じにな

る。一方，対策間の配分比率の影響に関する分

析結果は，労働時間に与える影響はすべてのケー

スについて代表的家計の結果と同じになるが，

子ども数に与える影響は異なる。ケース①を除

いて，保育サービス利用補助への配分比率の上

昇は，賃金の高い女性の子ども数には必ずプラ

スの影響を与えるが，賃金の低い女性の子ども

数には必ずマイナスの影響を与える6）。これは，

代表的家計のケースと比較して，配分比率の上

昇による労働時間の増加程度（育児時間の減少

程度）が，賃金の高い女性は小さく，賃金の低

い女性は大きいためと考えられる。ちなみに，

共存する2家計の子ども数の合計に与える影響は

代表的家計のケースと同じになる。つまり，配

分比率aが上昇すると，子ども数の合計は初め

増加するが，aの値がある水準を超えると減少

に転じる。

以上より，家計の異質性を導入したモデルを

用いても，代表的家計を想定したモデルを用い

た分析とほぼ同じ結果が得られることがいえる。

（3）社会的厚生に与える影響

最後に，家計の異質性を導入したモデルを用

いて，対策が社会的な経済厚生に与える影響に

ついて数値計算を行う。

ま ず ， 功 利 主 義 的 な 社 会 厚 生 関 数

・W・・
i

Ui・を想定し，共存する2家計の効用水

準の合計に与える影響を分析する。分析の結果，

上記のすべてのケースについて，対策が2家計の

効用水準の合計に与える影響は，代表的家計の

結果と同じになる。つまり，児童手当と保育サー

ビス補助率の増加は，効用の合計にマイナスの

影響を与える。一方，保育サービス利用補助へ

の配分比率の上昇は，ある水準までは効用の合

計にプラスの影響を与えるが，その水準を超え

るとマイナスの影響を与える。

しかし，各家計の効用水準に与える影響をみ

ると，代表的家計の結果と異なるケースがある。

まず，子どもと消費財の代替可能性が異なる2家

計が共存するケースでは，この代替可能性の低

い家計について，児童手当や保育サービス補助

率の増加によって，効用水準が上昇する可能性
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が高い。特に，児童手当の増加は，効用水準を

上昇させる可能性が非常に高い。次に，女性の

賃金水準が異なる2家計が共存するケースでは，

女性の賃金水準の低い家計について，児童手当

や保育サービス補助率の増加によって，効用水

準が上昇する可能性がある。特に，児童手当の

増加は，効用水準を上昇させる可能性が高い。

さらに，この女性の賃金水準の低い家計につい

て，配分比率aが低下すると，つまり保育サー

ビス利用補助を減少させて児童手当を増加させ

ると，aの値にかかわらず効用水準は必ず上昇

する。一方，賃金水準の高い家計については，

配分比率が低下すると，効用水準は低下する可

能性が高い。

以上の分析結果で注目すべきは，2家計の中で

効用水準が低い家計の効用が上昇し，不平等が

減少するケースであろう。例えば，ロールズ的

な社会厚生関数・W・min
i

Ui・を想定すると，

最も恵まれない個人の効用が社会厚生を表すこ

とになるからである。それぞれのケースについ

て，共存する2家計で効用水準が低いのは，子ど

もと消費財の代替可能性の低い家計と女性の賃

金水準の低い家計である。とすると，児童手当

の拡充は，その効用水準が低い家計の効用を上

昇させる可能性が非常に高い対策といえる。さ

らに，このケースについて，（3）式右辺の可処分

所得の変化をみると，税率の上昇を伴う児童手

当の拡充は所得格差を縮小させる可能性が高い7）。

特に，女性の賃金水準が異なる家計が共存する

ケースでは，その可能性は非常に高く，所得再

配分の効果も期待できる。子ども数と女性の労

働供給に与える影響から考えると，児童手当の

拡充は望ましい政策とはいえない。しかし，ロー

ルズ的な価値判断に従うと，児童手当の拡充は

社会的厚生を上昇させ，不平等を減少させる可

能性が非常に高い，望ましい対策といえるだろ

う。

Ⅳ おわりに

本稿では，子ども数と女性の労働供給の同時

決定モデルを用いて，経済的支援が2変数に与え

る影響を中心に分析した。本稿の分析からは以

下のことが明らかになった。経済的支援が子ど

も数と女性の労働供給の2変数にプラスの影響を

与える可能性があるのは，次の限定的なケース

のみである。まず，（1）子どもと他の消費財の代

替可能性が低いケースについて，保育サービス

利用への補助の拡充は2変数にプラスの影響を与

える可能性がある。特に，保育サービスと女性

の育児時間の代替可能性が高いケースでは，そ

の可能性は極めて高い。次に，（2）児童手当に比

重が置かれているケースについて，保育サービ

ス利用補助への配分比率の上昇は，2変数にプラ

スの影響を与える可能性がある。特に，子ども

と他の消費財の代替可能性が低いか，あるいは

保育サービスと女性の育児時間の代替可能性が

高いケースでは，その可能性は高くなる。

しかし，それ以外のケースでは，経済的支援

の拡充は出生を促進するが，一方で女性の就業

を抑制する可能性が高いといえる。とりわけ，

児童手当の拡充はその可能性が高く，拡充には

慎重になる必要があるといえるだろう。特に，

保育サービス利用補助より児童手当に比重が置

かれている場合，さらに児童手当への配分を増

やすと，子ども数と女性の労働供給がともに減

少する可能性が高い。加えて，税率の上昇を伴

う児童手当の拡充は，ある水準を超えると，出

生も抑制する可能性がある。

一方，保育サービス利用への補助の拡充は，

出生と女性の就業をともに促進させる可能性が

ある。ただし，それには上記の条件を満たす必

要がある。しかし，個人の効用の不変性を前提

とすると，子どもと消費財の代替可能性を変化

させる対策を考えることは不可能である。とす

ると，政策的に可能なことは，保育サービスと

女性の育児時間の代替可能性を高めることであ

る。そのため，保育サービス利用への補助を拡

充する前に，保育サービスの種類・内容の多様

化や質の向上を進め，女性の育児時間との代替

可能性を高めることが不可欠となってくる。た

だし，日本のように保育サービスが不足してい
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る場合，まずその量的拡充が必要である。なぜ

なら，サービスに量的制約がある場合，常に2変

数は逆に変化し，出生と女性の就業がともに促

進される可能性はないからである8）。

最後に本稿の残された課題を述べよう。日本

では，女性は，就業するか・しないか，さらに

就業する場合，フルタイム就業か・パートタイ

ム就業かという就業選択を行っているケースが

多い。そして，選択によって，賃金や労働時間

などの条件が異なる。このことは，経済的支援

の効果にも影響を与える可能性が高く，今後，

モデルに取り込んでいく必要がある。さらに，

企業も加えて一般均衡モデルに拡張し，女性の

労働供給の変化が労働市場に与える影響なども

踏まえて，政策提言を行うことも重要と考えら

れる。

（補論）

効用最大化問題を解くと，以下のような最適

解が導出される。l
・
とs

・
とc

・
は，

とすると，

となる。

（平成21年8月投稿受理）

（平成22年9月採用決定）
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注

1） 経済的支援が女性の就業と出生の2変数のう

ち，1変数に与える影響のみを分析したものに

は以下がある。まず，児童手当，あるいは税の

扶養控除が子ども数に与える影響に関する実証

分析には，Whittington（1992）,Zhangetal.

（1994）,GauthierandHatzius（1997）,Cohen

etal.（2007）,LaroqueandSalani�e（2008）が

ある。分析の結果，児童手当や扶養控除の拡充

は出生を促進することが示されている。さらに，

日本では，森田（2006）や塩津（2009）などの

分析がある。森田（2006）では，夫の月収と子

ども1人当たりの養育費と子ども数の関係に関

する分析を踏まえ，夫の月収の補償となる児童

手当は養育費を増加させて，子ども数増加には

ほとんど効果がないことが示されている。また，

塩津（2009）では，女性の就業状況について就

業・無就業で家計のタイプをわけ，世代重複モ

デルを用いて，児童手当が子ども数などに与え

る影響をシミュレーション分析し，児童手当は

子ども数にプラスの影響があることが示されて

いる。一方，保育サービス利用補助が女性の就

業に与える影響に関する実証分析には，

Meyersetal.（2002）,Tekin（2007）,Blauand

Tekin（2007）がある。これらでは，アメリカ

におけるシングルマザーの女性の就業に与える

影響が分析されており，補助はシングルマザー

の就業を促進させる効果があることが示されて

いる。

2）AppsandRees（2004）でも，家計の異質性が

導入されているが，本稿とは異なり，子どもの

生産性が異なる家計が共存するケースについて

分析されている。さらに，この分析において注

目されているのは，経済的支援の効果ではなく，

税の課税方式が子ども数に与える影響である。

3）これは，税率の上昇と労働時間の減少に伴う収
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入の低下により，保育サービスが減少するため

と考えられる。

4）なお，AppsandRees（2004）と同様に，保育

サービス補助率の初期値をゼロとすると，つま

りaの値をゼロとすると，すべてのケースにつ

いて，児童手当の減少と保育サービス補助率の

上昇は子ども数にプラスの影響を与えるという

結果が得られる。

5）これは，次のように考えられる。ケース⑤と⑥，

⑦では，・の値に伴い，労働時間が増加し，育

児時間が減少している。かつ，本文で述べたよ

うに税率の上昇程度も大きくなるため，労働収

入の増加程度は小さくなることにより，保育サー

ビスの増加程度は小さくなる。そのため，子ど

も数がある水準から減少に転じると考えられる。

さらに，税率の上昇程度が大きいため，労働時

間も減少に転じると考えられる。

6）なお，女性の賃金が高いケース①については，

aの値が0.5以下ではマイナスの影響があるが，

0.5以上ではプラスの影響を与える。

7）前述のように，このケースでは2家計ともに労

働供給が減少するため，ともに可処分所得は減

少する。しかし，減少程度の差により格差は縮

小する。

8）（2）式より，保育サービス量sが一定のケース

では，女性の労働時間が増加すると，育児時間

tが減少するため，子ども数nは減少するから

である。
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